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リレー談義
「消費者対応部門への一考察」

世話人  高城 正光
お客様に感動を !

5,000社を超える会社を指導 した経営コンサルタントの第一人者 一倉 定さんの有名な言葉に 「収益
はお客様のところにある」「お客様のところに行け」があります。顧客に支持されなければ企業の存続
はありえません。消費者関連部門で業務にあたる私たちにとってお客様対応ほど重要でや りがいのあ
る仕事はありません。

商品やサービス等に問題があれば、お客様から 「苦情」としての形で情報をいただきます。貴重な
提案に対 して質の高い対応をすることが企業に課せられた責任と考えます。お客様から頂戴した内容
をどのように解決するかが私たちの手腕にかかっています。顧客の想い、疑問点、立腹等、様々な問
題を解決 して行く中で、お客様が 「また使ってみたい」との対応満足や商品の改善のヒントが生まれ、
仕事の面白さが倍増 していくに違いありません。そのためには丁寧に、親切に、迅速に、問題解決を
図り、お客様に理解、納得していただく顧客対応が必要です。
私たちの生活を取り巻く環境はここ数年で大きく変化 しています。商品そのものを考えてみても自
分だけのこだわりを満たす商品が売れる時代になっています。よきモノを造って消費者満足を得る時
代からそのモノを使ってどのようなコトができるか (モノからコトの時代)が 重要視される時代にな
つています。例えば消費者はハミガキを購入するのではなく歯をキレイにし、虫歯を予防するとのコ
ト (目的)を 購入するのです。

それだけに 「コト」に対して不満が発生したときの申し出に対して質の高い消費者対応が求められ
ると考えています。消費者対応の目指すところも (1)顧 客第一  (customer irst)から (2)顧 客
満足 (customer satisfactiOn)そして、現在は(3)顧客感動 (customer delight)と変化 しています。
「申し出て良かった」「また使ってみよう」との感動を与える対応が必要になります。同じ内容のお申
し出でも申し出者の思いは多種多様です。お客様の立場になって申し出を考えてみる、理解 してみる、
実際に試 してみる等の消費者理解の専門家になることが感動対応への第一歩だと思います。
10年前になりますがお客様から何度と 「対応が機械的だ」「尋問されているよう」「企業の論理を押
し付ける」等お叱りを受けました。対応満足プロジェクトの一つとして既存の対応マニュアルをやめ、
窓口対応者にお客様の状況によりある程度の対応に幅を持たせる 「お客様対応ガイ ドライン」を作成
し、実施 しました。同じ対応でないと不公平になるなど、いろいろな意見が出ましたがお客様の申し
出の背景も様々であり、「実施 してから考えよう」と踏切 りました。申し出の現物がないと対応が難 し
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いとのマニュアルから現物がなくてもお客様の気持ちになり対応する。応対者
の判断で交換品を送っ

てあげる等の対応にしました。大切なこととして、その対応結果に対
しての要因(何故このような対応

をしたか)を文章化しておくことにしました。年に 1回 実施する対応満足度調
査でも 「信用してくれて

感激」「また、きつと購入します」との声が届いたことは間違
っていなかつたと考えています。ガイド

ラインで対応できない事案については (1)対 応は部内メン
バーで役割分担し、対策をたてる (チー

ムワーク)(2)社 内外関連部門との連携や申し出者宅
への訪問 (フットワーク)(3)行 政や異業種、

同業 (OM研 究会メンバー)に 相談すること
(ネットワーク)が 大切です。消費者対応の 3つ のワー

クを実践することにより企業と消費者が双方向に満足の行くも
のになると考えます。

一人ひとりがや りがいを感 じる職場に !

前述の 一倉 定さんの考えを企業の先頭に立ち実践する
のは消費者対応部門だと考えます。企業の

耳として、お客様生活研究をウオッチする最前線部隊であり、
「消費者のことはお客様相談室に聞こう」

″
と全社的な姿勢が芽生えてくれば、部門の地位向上や担当者の

モチベーシヨンアップにつながります。

商品に対する啓発活動を消費者部門の大きな役割の
一つにすることによリメンバーー人ひとりの質の

向上と部門全体で消費者を理解できる部門となつていける
のではと思つています。

近年、特に注目されている事業活動として企業の事業価値
の向上を目指す CSV(Creating Shared

Value)が あります。戦略的 CSR(Corporate Social Responsibility)と
して企業が地域のコミニ

ティ (行政、NPO,学 校、一般住民)と 協力して社会的な取り組みを行 う事
で企業の信頼性を向上さ

せ(企業ブランド)、新たな市場の開拓を目指すことができるようになります。
私も2年 間 「手洗いオ

ジサン」として全国の小学校を廻り、養護教諭と連携して
「手洗い講座」の授業を持たしていただき

ました。子供たちに手洗いの大切さを体験してもらうことにより、商品を認
知してもらい、手洗い洗

浄剤の売上に貢献する。お互いに WIN WINの 取 り組みになります。このような啓発活動は消費者

部門が積極的に企画から実施まで行 うことが部門の存在意義を確
立する上で必要と考えます。

21年 間勤務した学校が閉校になり、消費者対応の仕事に関わることになり
ました。私の企業人生

を振 り返つてみて、消費者と対話する仕事ができて本当に良か
つたと思つています。沢山の先輩、同

僚、後輩の方々との出会いで、刺激と気づきを頂けました。我が家
の箪笥には貯金通帳はありません

が、素晴らしい何冊もの貯人通帳があります。OM研 究会等で
のネットワークは本当に大切にして行

けたらと思つています。

最後になりますが消費者対応部門は本当に面白い、今日はどんな人
と 「巡り合えるかな」

ワクワク、 ドキ ドキの毎日がたまらなく楽しいですね !

■■第 68回 事例研究会 ■■

日時 ;2014年 8月 20日 (水) 13時 ～ 17時

場所 ;大阪薬業年金会館   参加者 ;50名
(世話人含む)

<発 表内容 >

鼈 誦 団拒募 墨 睦 製 製 撃 場 は、
アイシヤドウ使用

したら、痒みと赤みの症状が出たので、返品に応 じて欲しいと
いうもの。お詫びし

症状をお聞きした後、電話番号の開示を依頼するも、名前と住所はお
つしやたが、

個人情報を盾に拒否。上司からも、電話番号をお伺い出来ないと対応
が不可能な事

お伝えするも、無言で切電。グループ会社や子会社に電話し、今ま
での対応について不満をぶちまけ

る。その後、今回限り電話番号なしでも返金と通話料
の支払いに応じる旨とお詫びの手紙を同封し、

返品のための資材をお送 りした。一度は受け取り拒否するも、三度目には受
け取られた。目下継続中。

電話番号に拘 りすぎて、本来のお申し出と話が変わつてしま
つた事例。

黎 砦驀詞t墾驀籍精誦隆半舗匿蔽琶爾廼愉Nは 、
足袋に針が入つていて、足に怪我をし、切開手

術をしたというお申し出。お詫びとお見舞いと状況確認の為、菓子折りを持参
し、お客様宅を訪問。

-2



確かに包帯を巻かれていた。その時は落ち着いて苦情らしいことは言われな

かった。その後、送られてきた現物と異物を確認。工場で足袋を、公的機関

で異物を検査した結果、針ではなくマンガン鋼と判定。再度訪問し、検査結

果を報告。すると労災が許可されなかつたため、その分の補償を言いだされ

た。会社に持ち帰り検討 した結果、誠意のある対応をさせて頂いたので、こ

れ以上の対応は無理となつたことを通知。お客様は、納得されず、菓子折 り

も返送され、警察に被害届を出し、弁護士を立てることを通告。弁護士から

通知が来たが、その後連絡なく、今後の展開は不明。

魃 淵鏃羹義拳岬辟麟燻藝匡祠ⅢI機撓墜會了Nは 、外用性消炎鎮痛剤
(液体

ボ トルタイプ)の 容器のスポンジ部分が剥がれたので、使用方法が間違つている

のか教えてほしいという、手紙 (現物同封)に よるお申し出。電話番号と連絡に

都合のよい日時を知らせて頂きたい旨記載しお詫びの手紙を返信。電話は拒否す

るも、代替品を要求。現物の調査をすることを記載 した手紙と共に代替品発送。

代替品も同様な現象が起きたと、送り返えされてきた。商品自体に傷など問題は

なく、破れの原因は特定できなかつたが、液の少ない状態での使用では、破れる可能性があることを

手紙で報告するとともに使用状況のアンケー トをお願いした。アンケー トヘの協力のお礼の手紙と再

度代替品を発送。その後連絡なし。代替品を渡す適切な時期を考える事例。

構璧羹褻蔚‖ⅢI棚‖重羹塁

"は

、排水溝三角コーナーのサイ

ズ表記についてのメールによるお申し出。曖味なサイズ表記により使用できない

商品を購入したのではたまらないとのこと。他社の表記を色々調べ、自社で検討し、

表記を変えることを報告。ご迷惑をお掛けしたお詫びをするとともに、返金を提案。

「会社の常識は社会の非常識ですね。迷惑料も返金も必要ない」とのメールで終了。

<世 話人による講和 :豆知識 > 枡田 和則世話人

集団的消費者被害回復訴訟法と消費者団体訴訟制度についてわかりやすく説明された。

●終了後、恒例の情報交換会が行われた。会員同士、三々五々和気藷調と情報交換する姿が。

▼▼第 50回 OM研 セ ミナー▼▼

日時 :2014年 9月 17日 (水)9時 15分 ～午後 3時

場所 :大阪薬業年金会館  参加者 :30人 (世話人含む)

内容

講演 「クレーム対応メール作成のポイント」

講師 :中尾 知子氏 (株式会社 JBMコ ンサルタント人材育成担当部長

HRD事 業部 部長講師)

Eメ ールでのクレーム対応は、じつくり考え、見直しのできる猶予時間が少々ある文書回答に比ベ

てよリクイックレスポンスが要求される。それだけにチェックミスがおこりやすくなる。また言葉と

音声を使った電話と異なり、文字だけで対応するためには、お客さまからの申し出文章からニーズや

思いを読み取ることが必要となる。

お客様対応では今後ますます Eメ ール対応が増えていくことが考えられることから、今回多くのコ

ンタクトセンターでの指導経験豊富な中尾知子部長講師により、状況に応じたメール作成のスキルを、

事例を交えてわかりやすく解説していただいた。また、グループに分かれ、状況設定に沿つて実際に

メールを作成、発表を通じ、学んだことが実践できる内容となっていて、メール経験の浅い参加者か

らは 「初心者でもわかりやすく大変参考になつた」、ベテランからも 「これまで独学だったが、今後は

自信をもつて後輩に指導できる」「実践ワークや参考資料が充実していて、明日から実践して行ける内

容ばかりだつた」など、大変参考になったとの声が寄せられた。
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■■第 69回 事例研究会 ■■

日時 ;2014年 10月 15日 (水) 13時 ～ 17時

場所 ;株式会社明治関西支社    参加者 ;50名 (世話人含む)

<発 表内容>

儡釉饒莉鼈鋏蝙炒‖魃慇甕尤乖華嚢萎藝颯鑽鰍‖1襴昴鱗は、グループ会社の化粧品

によるスキントラブル。ピリピリするがまだお使いということで、ご使用中止を

お願いする。その上で返品 ・返金を提案。その為に、購入店舗に言つて頂くこと

を依頼。その後、顔が腫れたと通院され、その費用についてお問い合わせ。診断書を基に、初期通院

費 ・診断書料 (レシー ト必要)と 商品購入レシー トと現品が必要な事をお伝えする。その後も色々や

り取りがあつたが、詫びや体への気遣いもあり、治療費が全額支払われることであつさり終了。

1同揚鐵諫巡舅鮨顆尤榊褥⑮夢螺洟蠍褻羹魏躁鰊顆稲榊騰器は、ジェルベッド使用

ンによる体の不具合のお申し出。腰が痛くなるのは、病院でもベッドが原因と言っ

ている。すぐに硬いベッドと交換してほしいというもの。すぐに訪問し、ご迷惑

をお掛けしたお詫びを述べお体の様子をお伺いした。ベッドの状態も確認させて

頂いた。ベッドに瑕疵はなく、交換には応 じられないことをお伝えする。ウレタ

ンフォームで改善する事を提案するも納得されず、訴訟を起こすがよいかと言わ

れた。その後娘さんからもお電話あるも、交換は出来ないことを説明。弁護士に

相談すると言われたまま連絡なし。

粽鵜饒趙蝠柵|        は、外用鎮痒消炎剤 (液

体ボ トルタイプ)の 液漏れにより35万 円の革製の椅子が変色したというもの。

お詫びの上、使用経験や経緯をお伺いする。スポンジ部分に違和感があるとのこ

とで、現品を返送して頂き、代替品をお送 りすることの了承を頂く。交換だけか

との質問に、調査の結果、正常品であり家具の補償はできないことを説明。代替

品も同じ状態で、これが正常品なら、今後買い控えるだけとのコメントで終了。

鼈蟷頌薇蝙吻颯蜻巫菫鶉斃甕躙恙1場鋏諫魃饒顆儡鼈鋏黎蒻は、飲むヨーグル トで

上唇がはれたので、中身を調べてほしいというもの。訪問し、ご迷惑をお掛けし

たことをお詫びし、現品を回収。商品代金は返金。調査に 2週 間かかることを了

承して頂き退去。その後の連絡相手は息子様に変わる。対応に時間がかかつたこ

とや対応者が変わつてご迷惑をお掛けしたことをお詫びし商品代金を返却した。

あくまでも、金品要求はしない善意の消費者とのことだったが、要望を改めて連

絡すると言つたまま連絡なし。

<世 話人による講和 :豆知識>

忘れられがちだが、製造物責任

局からの連

●12月 17日 (水)13時より、大阪薬業年金会館で 「第 70回事例研究会」が行われます。終了後

恒例の情報交換会が催されます。奮ってご参加ください。
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朝倉 公治世話人

(PL)法 について、その重要性の再認識を強調された。


